
「外国人材の有効活用なくして成長なし」

ーー「技能実習制度」と「特定技能制度」の一体的改革に向けてーー

NAGOMｉフォーラムin北海道

資料

２０２２年６月２０日

NAGOMi副会長
塩崎 恭久

元厚生労働大臣



2020年の世界の時価総額ランキング50社のうち日本企業は1社
（1989年は31社）
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失われた30年



日本以外は世界に開かれた労働市場
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（出典）厚生労働省による外国人雇用状況届出から集計。人数は各年10月末時点の数値
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１年目

「本邦の公私の
機関により～～
しようとする者」
入管法第4条1項

第6号の2

研修・技能実習制度の沿革

●昭和57年 企業単独型開始最大1年 【昭和56年：入管法改正法施行】

産業界の要請を受け、在留資格「本邦の公私の機関により受け入れられて産業上の技
術又は技能を修得しようとする者」を創設

●平成2年 団体監理型開始最大1年 【平成元年：入管法改正法施行】

在留資格の全面見直しに際し在留資格「研修」を創設
従来の企業単独型に加え、団体監理型を開始

●平成5年 技能実習制度の創設最大2年
【技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針法務省告示制定】

→ 「研修」1年＋「特定活動技能実習」1年で最大2年間
※ 1年の研修修了者が実践的な技能等を修得する機会

研修

研修
特定活動
技能実習

●平成9年 技能実習期間を延長最大3年 【法務省告示改正】

「特定活動技能実習」の在留期間を最大１年から最大2年へ 研修
特定活動
技能実習

平成11年 受入ガイドライン研修性及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針【局長通達】策定

不正行為類型を明示／受入れ停止期間は一律３年

●平成22年 在留資格「技能実習」創設 【平成21年：入管法改正法施行】

→ 「技能実習1号」1年＋「技能実習2号」2年
※ 一部で実質的に低賃金労働者として扱われ、さらに、賃金不払い等も発生していたこと等を

踏まえ、1年目から雇用契約を締結させ、労働法令を適用。

技能実習
１号

技能実習
２号

不正行為類型ごとに1～5年間の受入停止期間を規定
【出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令上陸基準省令】

３年目

●平成29年 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護
に関する法律」の制定

→ 「技能実習1号」1年＋「技能実習2号」2年＋「技能実習3号」2年

実習生ごとの実習計画の認定制、監理団体の許可制を創設

技能実習
１号

技能実習
２号

技能実習
３号

５年目
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外国人技能実習制度の状況（１）
１ 監理団体の許可件数は、3,535件

特定監理事業許可件数
（1号又は2号）

1,754件

一般監理事業許可件数
（1号、2号又は3号）

1,781件

合計 3,535件

２ 技能実習計画の認定件数は、延べ、 1,257,010件

１号技能実習計画認定件数 577,170件

２号技能実習計画認定件数 569,742件

３号技能実習計画認定件数 110,098件

合計 1,257,010件

３ 実習実施者の半数以上が、従業員数19人以下の零細企業

10人未満, 
50.0%

10～19人, 
15.0%20～49人, 

14.1%

50～99人, 
9.5%

100～299人, 
7.5%

300人以上, 
4.0%

平成29年度技能実習実施機関従業員規模別構成比
（団体監理型）

（令和２年度外国人技能実習機構業務統計）

５ 技能実習生のうち、団体監理型の受入れが98.2％

（法務省データ）

（JITCOデータ）

※厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いた上で主務大臣が許可するもの

※出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認定するもの
（外国人技能実習機構が事務を実施）

（令和４年4月28日現在）

（令和４年4月30日現在）

（平成29年度）
（令和２年度）

受 入 形 態 合計 構成比

企業単独型技能実習 4,710 1.8%

団体監理型技能実習 251,698 98.2%

合 計 256,408 100.0%

４ 令和３年末の技能実習生の数は，２７６，１２３人

（法務省データ）
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研修生・技能実習生の在留状況
※ 平成２２年７月に制度改正が
行われ，在留資格「研修」が「技能
実習１号」に，在留資格「特定活
動（技能実習）」が「技能実習２号」
となった。

研修生

技能実習生
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外国人技能実習制度の状況（２）

６ 受入人数の多い国は、①ベトナム ②中国 ③インドネシア

（令和２年度外国人技能実習機構業務統計）

７ 年齢別では、20代、30代前半が多い

（令和２年度外国人技能実習機構業務統計）

８ 職種別では、①その他 ②建設 ③食品製造が多い

（令和２年度外国人技能実習機構業務統計）
※「その他」には、家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラ
スチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶
磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネン
サプライ、コンクリート製品製造、宿泊、ＲＰＦ製造、鉄道施設保守
整備、ゴム製品製造の職種が含まれる。

（※）

8.9%

0.8%

20.8%
18.8%

6.6%

16.1%

24.1%

0.0%
4.1%

9.1%

0.9%

22.5%

19.0%

5.9%

14.2%

25.8%

0.0%
2.5%

0%

10%

20%

30%

農
業
関
係

漁
業
関
係

建
設
関
係

食
品
製
造
関
係

繊
維
・衣
服
関
係

機
械
・金
属
関
係

そ
の
他

主
務
大
臣
が

告
示
で
定
め
る

職
種

移
行
対
象
職
種
・

作
業
以
外
の

取
扱
職
種

職種別 計画認定件数（構成比）

令和元年度

令和2年度

13.5%

39.7%

24.8%

13.6%

5.3% 2.1%
0.8% 0.1%

12.3%

41.6%

24.4%

13.6%

5.2% 1.9%
0.8% 0.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

20歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上

年齢別 計画認定件数（構成比）

令和元年度 令和2年度

53.5%

19.1%

8.9% 8.3% 3.8%
2.6%

2.4%
0.6% 0.8%

56.1%

14.5% 9.7%
7.8%

4.8%
2.7%

2.7% 0.7%
1.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ベ
ト
ナ
ム

中
国

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

フ
ィ
リ
ピ
ン

ミ
ャ
ン
マ
ー

タ
イ

カ
ン
ボ
ジ
ア

モ
ン
ゴ
ル

そ
の
他

国籍・地域別 計画認定件数（構成比）

令和元年度 令和2年度

7



外国人労働者数（A） うち技能実習生数（B） 技能実習生の割合（B）／（A）

１ 宮 崎 5,236 3,419 65.3%

２ 鹿 児 島 8,880 5,494 61.9%

３ 愛 媛 9,569 5,912 61.8%

４ 高 知 3,391 2,053 60.5%

５ 熊 本 13,013 7,734 59.4%

６ 青 森 3,861 2,256 58.4%

７ 徳 島 4,777 2,675 56.0%

８ 岩 手 5,225 2,831 54.2%

９ 香 川 9,955 5,221 52.4%

10 鳥 取 2,968 1,493 50.3%

11 山 形 4,427 2,175 49.1%

12 北 海 道 25,028 12,223 48.8%

全 国 計 1,727,221 351,788 20.4%

（出典）「外国人雇用状況」の届出状況（厚生労働省）から抜粋

外国人労働者に占める技能実習生の割合（令和３年10月末時点）
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特定技能在留外国人数（令和４年３月末）のポイント

令和４年５月
１ 特定技能在留外国人数

令和３年１２月末現在 ４９，６６６人

⇒ 令和４年３月末現在 ６４，７３０人（３０．３％増）

２ 各類型別特定技能在留外国人数

（１）国籍・地域別（上位５カ国）

国籍・地域 人数 構成比 対令和３年 12月末比増加率

１ ベトナム 40,696人 62.9% 28.3%

２ フィリピン 6,251人 9.7% 35.7%

３ インドネシア 5,855人 9.0% 50.6%

４ 中国 4,546人 7.0% 23.1%

５ ミャンマー 2,944人 4.5% 28.3%

（注）小数点第二位までで四捨五入（以下の表も同じ）。

（２）特定産業分野別

特定産業分野 人数 構成比 対令和３年 12月末比増加率

１ 飲食料品製造業 22,992人 35.5% 27.0%

２ 農業 8,153人 12.6% 30.8%

３ 介護 7,019人 10.8% 36.2%

４ 建設 6,360人 9.8% 30.6%

５ 産業機械製造業 6,021人 9.3% 37.9%

６ 素形材産業 3,928人 6.1% 28.1%

７ 電気・電子情報関連産業 3,258人 5.0% 37.4%

８ 外食業 2,312人 3.6% 16.5%

９ 造船・舶用工業 1,971人 3.0% 35.2%

１０ 自動車整備 986人 1.5% 39.3%

１１ ビルクリーニング 839人 1.3% 29.1%

１２ 漁業 718人 1.1% 30.8%

１３ 宿泊 124人 0.2% 2.5%

１４ 航空 49人 0.1% 36.1%

（３）都道府県別（上位１０都道府県）

都道府県 人数 構成比 対令和３年 12月末比増加率

１ 愛知県 6,066人 9.4% 33.7%

２ 千葉県 3,879人 6.0% 20.3%

３ 埼玉県 3,741人 5.8% 30.7%

４ 茨城県 3,580人 5.5% 29.9%

５ 大阪府 3,538人 5.5% 33.7%

６ 神奈川県 3,202人 4.9% 27.6%

７ 東京都 3,054人 4.7% 21.7%

８ 北海道 2,593人 4.0% 28.8%

９ 兵庫県 2,548人 3.9% 28.9%

１０ 福岡県 2,493人 3.9% 26.3%

３ 各ルート別特定技能在留外国人数

（注）介護分野における「ＥＰＡ介護福祉士候補者ルート」，建設分野及び自動車整備分野に

おける「技能検定ルート」

ルート 人数 構成比 対令和３年 12月末比増加率

技能実習 51,298人 79.2% 29.3%

試験 13,122人 20.3% 34.6%

その他（注） 310人 0.5% 20.6%

合計 64,730人 100.0%
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特定技能制度運用状況①
I

出入国在留管理庁
mmigration Services Agency of Japan

特定技能在留外国人数の推移（平成３１年４月～令和４年３月末現在）（速報値）

平成31年 令和元年 令和２年 令和３年
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技能実習（技能実習法） 特定技能１号（入管法）

目的 技能移転による国際貢献 深刻な人手不足への対応（労働力確保）

主管官庁 法務省、厚生労働省 法務省のみ

在留期間

１号＝１年以内

２号＝２年以内 最長５年
３号＝２年以内

最長５年
(２号は期限なし)

対象職種 ８６職種 １５８作業 １２分野

転籍・転職
原則不可

（企業倒産などやむを得ない場合は監理団体サポート下で可）

転職可能
（同業種内で）

日本語能力要件
なし

（介護のみ日本語要件＜１号はN4、２号・３号はN3＞）

あり
（JLPTのN4もしくはJFT BasicのA2）

（技能実習２号からの移行者は要件なし）

技能要件 なし（前職要件あり）
あり（分野ごとの技能試験合格）

（前職要件なし）
（技能実習２号修了者は要件なし）

監理団体
・

登録支援機関

必要性
必須

（団体監理型）
任意

設立要件 許可制 登録制

機能
斡旋、支援、保護、監査

（生活支援全般、日本語教育等）

支援のみ
事前ガイダンス、契約支援、日本語学習機会提供

などの支援機能あり。保護機能はなし。

指導
①技能実習機構による実地検査

（監理団体＝１年毎、実習実施者＝３年毎）
②地方入管局による不定期立ち入り検査あり

地方入管局による不定期立ち入り検査のみ

「技能実習」と「特定技能１号」 比較一覧
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参照条文

○出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律（平成30年
法律第102号）

附則第18条

政府は、この法律の施行後二年※を経過した場合において、…特定技能の在留資

格に係る制度の在り方（地方公共団体の関与の在り方、…特定技能の…技能を有す

るかどうかの判定の方法の在り方及び…技能実習の在留資格に係る制度との関係を

含む。）について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の意

見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。

※見直し時期＝令和３年４月１日（昨年）

○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28年
法律第89号）

附則第２条

政府は、この法律の施行後五年※を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。

※見直し時期＝令和４年11月１日（今年）
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グローバル人材共生社会実現のための提言

一般財団法人外国人材共生支援全国協会
National Association for Global & Open Minded Communities / NAGOMi

Copyright © 2020 National Association for Global & Open Minded Communities (NAGOMi)   All Rights Reserved

（当初案：令和３年５月１９日公表）

一般財団法人外国人材共生支援全国協会
National Association for Global & Open Minded Communities / NAGOMi

２０２２年６月２０日
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グローバル人材共生社会実現のための提言(2021年5月19日)

Copyright © 2020 National Association for Global & Open Minded Communities (NAGOMi)   All Rights Reserved

技能実習と特定技能の整合性のとれた一貫性のある制度に改革する

【なぜ？】
①社会経験の浅い非熟練の段階からの外国人材確保の必要性があるため

→安全・安定就労のために監理団体の保護支援は必須
②現実に、特定技能外国人の80%以上は技能実習経由
③特定技能より容易に来日できるルートを設け、他国への人材流出を

防ぐ

【両制度の”一元化”の意味は？】
１）両制度の目的を「人材育成・人材確保・国際貢献」に共通化する
２）技能実習３年間を基礎的人材育成機関、特定技能５年間を

実践的人材育成機関と位置づけ、一貫した人材育成システムと
する

３）技能実習の職種・作業と特定技能の特定産業分野・業務区分を
可能な限り統一する
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【具体的にどうする？】

１）技能実習法の目的に、国際貢献に加え人材確保・人材育成を位置付け、
法の建前と実態の齟齬を解消する。

２）監理団体の許可要件・優良基準を改正し、登録支援機関についても
現在の登録制から許可制とする。

３）実態に即していない前職要件を撤廃する。
４）労災・労使間トラブル・日本社会での安定的な生活のため、日本語

能力要件（N５相当）を設ける。
５）入国前後講習の内容・機関の拡充に加え、実習開始後も継続的な日本

語学習を監理団体・実習実施者が配慮する
６）両制度に人材育成として一貫性を持たせるため、職種・作業と特定

産業分野・業務区分を、可能な限り統一的なものとする
７）制度の適正化・人権侵害防止のための措置を強化する
８）外国人材のキャリアステージに合わせた幅広い選択肢を、特定活動等

の在留資格に創設する。

グローバル人材共生社会実現のための提言(2021年5月19日)
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技能実習制度と特定技能制度の一貫性・整合性ある制度への改革イメージ図

送出し国

技能実習制度 特定技能制度

送出し機関

制度目的：「人づくり」
技能移転による国際協力

制度目的：深刻な人手不足
への対応

技能実習2号

技能実習3号

特定技能1号

技
能
実
習
機
構

特定技能2号

許可

実地
検査

登録支援機関

制度の抜本的改革イメージ

２年

2年

最長通算5年

制度目的：①人材育成②人材確保③広義の意味の国際貢献

送出し国

送出し機関

技能実習2号

技能実習3号

特定技能1号

入
管
庁
・
技
能
実
習
機
構
を
基
礎
と
し
た
監
督
機
関

特定技能2号

許可
監理・支援機関（仮称）

2年

2年

最長通算5年

基礎的人材育成期間

実践的人材育成期間

技能実習1号
技能実習1号

主務大臣→法務大臣・厚労大臣 主務大臣→法務大臣のみ

送出し機関

監理団体

支援・保護 支援・保護

特定技能
評価試験

＋N4相当合格

支援のみ

主務大臣→法務大臣・厚労大臣

実地
検査

実地
検査

入
管
庁

実地
検査

登録制許可制

N5相当要件化

特定技能
評価試験

＋N4相当合格

受入れ
企業
による
支援

1年
1年

17


